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○墨田区介護保険サービス提供事業者等による生計困難者等に対する利用者負

担額軽減制度事業実施要綱 

平成１４年１月８日 

１３墨福高介第１０３７号 

改正 平成１５年７月９日１５墨福高介第４５６号 

平成１７年３月３１日１６墨福高介第２８７３号 

平成１８年３月２日１７墨福高介第１３０３号 

平成１８年８月４日１８墨福高介第７９２号 

平成２０年３月２１日１９墨福高介第１６６５号 

平成２１年６月２６日２１墨福介第２９４号 

平成２２年６月１５日２２墨福介第３４８号 

平成２３年６月２２日２３墨福介第２６３号 

平成２４年１１月２０日２４墨福介第７４２号 

平成２５年９月９日２５墨福介第７０２号 

平成２６年５月２１日２６墨福介第１７８号 

平成２６年１０月２１日２６墨福介第１１９８号 

平成２７年１０月５日２７墨福介第１００８号 

平成２８年７月７日２８墨福介第５５７号 

 

（目的） 

第１条 この事業は、低所得で特に生計が困難である者等について、介護保険サービ

スの提供を行う社会福祉法人、区市町村及び事業者（以下「事業者等」という。）

が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービ

スの利用促進を図ることを目的とする。 

（対象サービス） 

第２条 この事業の対象となるサービス（以下「対象サービス」という。）の種類は、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく次に掲げるサービスとする。 
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（１） 訪問介護 

（２） 通所介護 

（３） 短期入所生活介護 

（４） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（５） 夜間対応型訪問介護 

（６） 地域密着型通所介護 

（７） 認知症対応型通所介護 

（８） 小規模多機能型居宅介護 

（９） 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（１０） 看護小規模多機能型居宅介護 

（１１） 介護福祉施設サービス 

（１２） 介護予防訪問介護 

（１３） 介護予防通所介護 

（１４） 介護予防短期入所生活介護 

（１５） 介護予防認知症対応型通所介護 

（１６） 介護予防小規模多機能型居宅介護 

（１７） 訪問入浴介護 

（１８） 訪問看護 

（１９） 訪問リハビリテーション 

（２０） 通所リハビリテーション 

（２１） 短期入所療養介護 

（２２） 介護予防訪問入浴介護 

（２３） 介護予防訪問看護 

（２４） 介護予防訪問リハビリテーション 

（２５） 介護予防通所リハビリテーション 

（２６） 介護予防短期入所療養介護 

（２７） 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所
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事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付

と同様のものに限る。） 

（事業主体） 

第３条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する事業者等とする。ただし、

前条第９号及び第１１号に規定する対象サービスについては、社会福祉法人及び区

市町村（以下「社会福祉法人等」という。）が実施する場合のみを対象とする。 

２ この要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする事業者等は、墨田区長及び

東京都知事に対して、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書」（様式第

１号）により、その旨の申出を行うものとする。 

（軽減の対象者） 

第４条 軽減の対象者（以下「軽減対象者」という。）は、特別区民税世帯非課税で

あって、特に生計が困難である者並びに生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）

による介護支援給付を受ける者（以下「生活保護受給者等」という。）とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。 

（１） 対象サービスのうち、訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介

護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合

が保険給付と同様のものに限る。）については、障害者訪問介護利用者に対する

助成事業実施要綱（平成１２年３月３１日１１墨厚高介第８２１号）の適用を受

ける者 

（２） 対象サービスのうち、居宅介護サービスについては、墨田区居宅介護サー

ビス利用支援事業助成要綱（平成１３年５月１１日１３墨福高介第１２号）の適

用を受ける者 

（３） 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条第３項の規定の適

用を受ける旧措置入所者で、利用者負担割合が５％以下の者（ただし、ユニット

型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。） 
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（４） 公費医療負担等の適用を受ける者 

（５） 墨田区介護保険条例（平成１２年墨田区条例第４０号）第９条の規定によ

る居宅サービス費等の額の特例の適用を受ける者 

（６） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、

指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する

利用者負担第２段階の者（ただし、食費及び居住費に係る利用者負担額について

は対象とする。） 

２ 「生計が困難である者」とは、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者

の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、区長が認めたものとする。 

（１） 世帯の年間収入が基準収入額（ひとり世帯の場合は、１５０万円とし、世

帯構成員が１人増えるごとに５０万円を加えた額）以下であること。 

（２） 世帯の預貯金額が基準貯蓄額（ひとり世帯の場合は、３５０万円とし、世

帯構成員が１人増えるごとに１００万円を加えた額）以下であること。 

（３） 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

（４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５） 介護保険料を滞納していないこと。 

（対象となる利用者負担額） 

第５条 対象となる利用者負担額（以下「利用者負担額」という。）は、軽減対象者

が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げるものとする。ただし、

第２条第３号、第９号、第１１号、第１４号、第２１号及び第２６号に規定する対

象サービスの利用に係る食費及び居住費（滞在費）については、介護保険制度にお

ける特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されてい

る場合に限る。 

（１） 介護費負担 

（２） 食費負担 

（３） 居住費（滞在費）負担 

（４） 宿泊費負担 
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２ 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者等である軽減対象者の利用者負担額は、

第２条第３号、第９号、第１１号及び第１４号に規定する対象サービスの利用に係

る個室の居住費（滞在費）とする。 

（高額介護サービス費等との適用関係） 

第５条の２ この事業と高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額

医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費（以下この項におい

て「高額介護サービス費等」という。）との適用関係については、この事業に基づ

く軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額について高額介護サ

ービス費等の支給を行うものとする。 

２ この事業と特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費（以下

この項において「特定入所者介護サービス費等」という。）との適用関係について

は、特定入所者介護サービス費等を支給後の利用者負担額についてこの事業による

軽減の適用を行うこととする。 

（軽減の程度） 

第６条 軽減の程度は、利用者負担額の４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）

とする。ただし、生活保護受給者等である軽減対象者については、利用者負担額の

全額とする。 

（墨田区による助成の割合） 

第７条 墨田区は、事業者等が利用者負担額を軽減した総額のうち、その２分の１を

助成する。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福

祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額の

うち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が１

０％を超える部分については、その全額を助成するものとする。 

（軽減の申請等） 

第８条 この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする者は、「社会福祉法

人等利用者負担額軽減対象確認申請書」（様式第２号。以下「確認申請書」という。）
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に、「収入及び預貯金申告書」（様式第３号）及び「資産及び扶養の有無に関する

申告書」（様式第７号）を添付して、墨田区長に対し申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、被保険者証を提示して行わなければならない。 

３ 墨田区長は、第１項の規定による申請があった場合には、軽減対象者であるか否

かを速やかに調査の上、決定し、その旨申請を行った者に対して「社会福祉法人等

利用者負担額軽減対象決定通知書」（様式第４号。以下「決定通知書」という。）

により通知するとともに、「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」（様式第５

号。以下「確認証」という。）を交付しなければならない。ただし、軽減対象者で

ないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。 

（確認証の有効期限） 

第９条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の７月末日

とする。ただし、確認証を発行した月が４月、５月、６月又は７月の場合にあって

は、当該月の属する年度の７月末日とする。 

（確認証の更新） 

第１０条 確認証の交付を受けた者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認

証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うことができる。 

２ 確認証の更新の申請は、７月末日までに確認申請書を墨田区長に提出して行わな

ければならない。 

（確認証の再交付） 

第１１条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失し、又は破損した場

合には、確認証の再交付を確認申請書により墨田区長に申請することができる。 

２ 破損による再交付に当たっては、確認申請書に、確認証を添えて行わなければな

らない。 

３ 紛失による再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発

見した確認証を墨田区に返還しなければならない。 

（住所等の変更） 

第１２条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは速
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やかに「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証記載事項変更届」（様式第６号）

を墨田区長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する届出は、被保険者証を提示して行うものとする。 

（確認証の返還） 

第１３条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確

認証を墨田区長に返還しなければならない。 

（１） 確認証の有効期限に至ったとき。 

（２） 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により墨田区の被保険者でなくな

ったとき。 

（３） 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。 

（４） その他墨田区長が必要であると認めるとき。 

（軽減の方法） 

第１４条 確認証の交付を受けた者は、この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受け

ようとする場合、対象サービスを受ける際に、当該事業者等が第３条第２項の申出

を行った事業者等であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。 

２ 確認証の提示を受けた事業者等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に

基づき利用者負担額の軽減を行う。 

（生活扶助基準見直しに伴う特例措置） 

第１５条 平成２５年８月１日適用の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止さ

れた者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予

防）サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第

４条第１項の軽減対象者に該当するものについては、第６条の規定にかかわらず、

軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給

者は２分の１）を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額と

することができる。 

２ 平成２６年４月１日適用の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者

であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サ
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ービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第４条

第１項の軽減対象者に該当するものについては、第６条の規定にかかわらず、軽減

の程度を居住費以外に係る利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は

２分の１）を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする

ことができる。 

３ 平成２７年４月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者

であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サー

ビス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第４条に

該当する者については、第６条の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外に係る

利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）を原則とすると

ともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、介護保険サービス提供事業者等による生計

困難者等に対する利用者負担額軽減措置について必要な事項は、福祉保健部長が別

に定める。 

 （その他） 

第１７条 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社

会福祉法人については、第７条に規定する助成措置を受けることなくこの事業を実

施することができるものとする。この場合における事業の実施方法は、第２条、第

４条、第５条、第５条の２、第６条、第１４条及び第１５条の規定の例による。 

付 則 

この要綱は、平成１４年１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

   付 則 
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 １ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱の第３条第２項の規定は、平成２８年３月３１日までに申出を行った

通所介護事業所のうち、平成２８年４月１日付で地域密着型通所介護へ移行した

事業所（みなし指定事業所）については、「地域密着型通所介護」での申出があ

ったものとし、新たな申出は不要とする。 
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様式 省略 

 


